
 

 

議   事   録 

会議の名称 平成26年度第５回 茨木市人権尊重のまちづくり審議会 

開催日時 平成27年３月18日（水） 午後５時～５時45分 

開催場所 茨木市役所南館８階 中会議室 

会長 今西 幸蔵 

出席者 

畠山 眞悟   岩本 賢三 

今西 幸蔵   篠原 嘉一 

村田 美希   東  桂 

長田 佳久   木場 悦子 

柴原 浩嗣   西浦 行美 

三木 昭    村岡 浩幸 

山田 ひろ美 

（13人） 

欠席者 熊本 理抄   古市 輝雄 

議題（案件） 

(1) （仮称）第２次茨木市人権施策推進基本方針素案につ

いて 

(2) その他 

配布資料 

 

添付のとおり 

（順不同、敬称略） 
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発言者 内  容 

 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

木本市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開会  

ただ今から、「第４回茨木市人権尊重のまちづくり審議会」を開催させていた

だく。本日の出席委員は13名、欠席委員は２名である。 

この後の議事進行については、審議会規則第５条第１項により、会長に議長を

務めていただくこととなっている。今西会長よろしくお願いする。 

 

 それでは本日の案件の審議に入る。本日傍聴者はないか。 

 

 傍聴者はない。 

 

 

 第２次茨木市人権施策推進基本方針について答申  

ただいまより議事を進行する。早速であるが、昨年７月９日に木本市長より諮

問いただいた「第２次茨木市人権施策推進基本方針」について、お手元の答申書

の写しの通り、本日木本市長に答申させていただきたい。 

 

【今西会長より木本市長に答申書を手交】 

 

私たちが力を尽くして作成した答申である。完成されたものとは言えないとこ

ろはあるかもしれないが、審議会委員、スタッフ一同の努力によるものである。

ぜひとも茨木市が世界一の人権のまちとなるよう、茨木市のトップとして取り組

んでいただきたい。よろしくお願い申し上げる。 

 

 

 市長あいさつ  

昨年の７月から長期にわたり審議いただいたこと感謝する。世界一素晴らしい

人権のまちという心強いお言葉をいただいた。かねてより申し上げている通り、

基本的人権とは、自然環境と同様に壊れやすく、大事に育てなければならないも

のと考えている。様々な基本的人権について、この答申を受けて、さらなる人権

のまち茨木という意気込みで、審議会の皆様のご意見を尊重しながら、人権施策

を推進してまいりたい。今後ともいろんな立場からご意見やご協力をいただけれ

ば幸いである。今後ともよろしくお願い申し上げ、お礼とする。ありがとうござ

いました。 
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発言者 内  容 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

司会 

 

 

 

 

今西会長 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 会長あいさつ  

私からもお礼のあいさつを申し上げる。これまで、昨年７月から５回の審議会

と数回のミーティングがあり、特に市役所の方や委託業者の㈱日本出版の方には

一生懸命仕事をしていただき、熱心に取り組んでいただいた。忘れられないスタ

ッフである。また、委員の先生方からは様々なご意見をいただき、この答申がで

きた。今後については、方針の実践として、茨木市から世界に発信できる人権文

化のまちにしていくことが課題である。皆さまのお力添えを賜りながら推進して

いただきたいと考えている。 

 

今西会長、ありがとうございました。 

ここで、公務のため市長は退席となる。 

 

【市長退席】 

 

それでは、委員の皆様にも、本日が最後の審議会になるため、一言ずつお言葉

をいただきたい。 

 

皆様方と一緒に仕事ができたことうれしく思っている。ついに出来上がったも

のをもとに、もっといいものとして施策に反映されることを願っている。 

 

インターネットの関係を担当しており、本日も中学校で講義をしてきたところ

だが、子どもたちは真剣に内容を聞いてくれていた。意識さえ変われば人権侵害

の投稿も減っていくと思う。昨今、インターネットでは「イスラムごっこ」とい

うものが流行したり、「イスラム国」に対する投稿を行うことで危険が生じる事

例も起こっている。子どもだけでなく大人も安易な投稿等で人権侵害することが

増えているが、インターネットの仕組みを知り、伝えていくことで、少しずつ意

識が変わってゆけばと思う。またご協力いただければと思う。 

 

人権教育研究協議会から出席しており、所属は幼稚園であるが、子どもたちは

たくさん問題を抱えているように感じる。心豊かな子どもが育つよう、これから

も人権を再確認しながら携わっていきたい。 

 

私は人権センターの理事長であり、人権啓発推進協議会の会長をしている。こ

の協議会を市民啓発のために作って、今年で40年になる。最も幅広い分野に関わ
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発言者 内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

っているが、一般市民を対象とした啓発が進んでいないと思う。学校教育では

幼・小・中の教育課程を通じて人権教育に取り組まれているが、市民対象はどこ

までやればよいのか。40年ほど前、私が同和問題の所管課に勤務していた際は、

啓発のテーマは部落問題１本であったが、その後人権問題の分野が非常に多様化

した。どこに焦点を当てるか、どう市民の理解を得るのかなども難しい。 

また、部落問題の取組が、特に学校教育で形骸化されてきていると感じる。か

つては小中学生も部落問題についての標語等が多く作られてきたが、最近はいじ

め等の身近な分野のものが多く、十分なことはできていないと感じる。 

企業対象では人権推進企業連絡会を中心に、子ども対象は学校教育において取

り組まれているが、一般市民を対象とした啓発をどこが担うのかと考えると、

我々の仕事が非常に重要であると思う。10年ぶりに改正されたこの方針を中心

に、行政と連携しながら、茨木市民の人権意識高揚に努めていきたい。 

 

茨木地区の人権推進企業連絡会の代表として参加した。茨木市の企業の代表と

して、就職差別撤廃の活動を重点的に行ってきた。今回、方針策定にあたり、審

議会委員の各立場の方のいろいろな活動を通してのご意見をいただき、意義のあ

る審議会であったと思う。この場での議論や基本方針を持ち帰って、企業でも活

動できることにつなげていきたい。 

 

茨木市人権擁護委員を代表して参加した。問題意識を持って発議することがで

きず、私自身の人権意識というものが十分でないように思わされることもあっ

た。この審議会における議論やパブリックコメントの提出意見を見るに、市民の

方も前向きに関心を持っておられ、私ももっと意識を高く持たなければいけない

と感じている。 

最近は、マイナンバー制度の開始をはじめとして情報化による利便性の向上が

謳われているが、大手教育関連企業の情報流出事件も発生しているところ、こう

した問題は単なる情報漏えいにとどまらず、人権問題につながりうる。情報機器

がなければ仕事も円滑に進められない状況にはあるが、個人情報の流出や悪用な

ど、私達自身が気を付けなければならない。審議会に参加させていただいたこと

で、人権問題に関する意識が変わった。お礼申しあげる。 

 

市民公募委員の立場で出席させていただいた。人権尊重とは一体何なのか、

様々に人権問題は多様化しているが、もっと単純に考えたらどうか。相手の立場

に立って、思いやるという気持ちを持って接するということが、人権を尊重する

基本である。私たちの生活コミュニティのなかで、高齢者、障がい者や子どもな
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

ど多くの方が暮らしているが、防犯、防災一つとってもどれだけ大人が真剣に取

り組んでいるか。相手を思いやって手を差し伸べられる子どもを育てるために

は、大人がしっかりしなければならない。 

審議会では様々な角度から物を見ることを教えてもらった。人権施策にはハー

ド面、ソフト面があると思うが、大切なのは運用のソフト面であり、その中核は

職員である。それが機能するように私たちみんなが支えることが重要である。 

 

市民公募委員として参加した。私は20年程前に同和教育の実践に携わってお

り、大阪府内だけでなく、他府県に赴き同和教育に関する講演等を行ってきた。

当時は同和教育のあり方の変わり目で、大阪府内ではこれまでと同じような方法

では不十分だと述べ、全国的には同和教育は人権教育であると大きく転換した時

期であった。それから20年経ち、当時講演で述べていたことに良い側面と悪い側

面があったと感じている。 

今回の審議会を通しても、人権問題は常に学び続けなければならず、問題を取

りあげていくときりがないと強く感じた。しかし一方で、人権感覚のベースをし

っかり育てておけば、どのような問題に対しても通用するのではと、逆の一面と

して思うこともあった。 

学校現場を離れて２年半になるが、その２年半だけでもだいぶ遅れたと感じ

る。これを機に改めて勉強して社会に還元できればと思う。 

 

ＰＴＡ協議会から参加した。私自身も、人権といえば同和問題という情勢で、

小中学校で同和教育を受けてきた世代である。近年では中高生世代ではインター

ネットといじめの問題がかなり深刻だと感じていたが、審議会を通して、それ以

外の人権問題について、子どもに伝えなければならない問題が多々あるのだとい

うことを勉強させていただいた。伝え方は模索している段階であるが、これから

少しずつ伝えていけるように、勉強しなければと思う。 

 

茨木市自治会連合会から出席させていただいた。多くの専門家の方々のお話を

お聞きし、一層人権の重要性について深めたと感じているところである。まちづ

くりの第一線で取り組むなかで、人権尊重のまちづくりの基本的な考え方を見直

し、工夫していきたい。例えば、小学校区では年に１、２度人権関係の講演会を

実施してきたが、来年度、この基本方針についての市の出前講座を受けたいとい

うことを、早速役員会で提案したいと思っている。まちづくりにおいて、そうし

た想いで具体的に進めたいと考えているという決意を申し述べて、感謝の言葉と

したい。 
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委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大西部長 

 

 

 

 

 

 

 

大神課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

老人クラブ代表で参加した。こうした審議会は初めて経験したが、人権問題が

これだけ多様化しているとは思わず、そのなかのひとつでも自分でできる事があ

ればやってみたいと考えている。 

 

大阪府人権協会に所属している。この答申の論議では大変お世話になった。私

は大阪府内や他市町村で取り組まれていることを、茨木市の議論に伝えていくこ

とが役割と感じ、取り組ませていただいた。議論に参加し、市の実情から、市内

での取り組みや課題について教えていただき、私自身の財産にもなった。 

今後の人権推進基本方針であるが、最後の「５ 推進にあたって」という点

で、この基本方針をどのように実施・実行するかが課題になってくる。方針が改

定されたことや目指すことをＰＲしていくことが大切になる。また、市役所庁内

で、市民や地域、企業や民間団体とともに、推進と実現に向けて取り組む事が必

要である。進捗状況を把握することも謳われており、どこまで実現できているの

かということも、機会があれば一緒に考えていきたい。 

 

委員の皆様方には、熱心な審議を感謝する。私も人権を担当して２年になる

が、この審議会を通じて、熱心な議論を目の当たりにし、より深い勉強・理解に

つながったと感じている。今のお話にもあったように、人権の視点なしに行政は

進めることはできないと考えている。平成27年度、人権施策推進計画を策定する

中で、基本方針の理念を施策として実施することを、皆様のお知恵を拝借しなが

ら検討してまいりたい。皆様のお力添え、お知恵を賜ることもあろうと思うが、

よろしくお願いしたい。長期間のご議論ありがとうございました。 

 

本市では、平成27年３月末に第５次総合計画がまとまり、人権尊重のまちづく

りと市民との協働が市の行政の基盤として位置づけられ、今回の基本方針はその

人権部門の基盤となる。平成27年度には、改めて市民と行政の協働により、より

具体的な計画づくりに取り組むことになっている。これをもって今年度の審議会

は終了となり、審議会規則にあるように、委員の任期は答申をいただくまでとな

っているが、引き続き進捗状況等お尋ねいただければと思う。基本方針の策定に

あたり、長期間にわたり貴重なお時間をいただき、ご熱心にご議論いただいたこ

と感謝する。 

 

茨木市においては、答申を尊重いただき、基本方針の策定及び施策の推進を具

体的に進めていただくようお願いしたい。皆様の今後のご活躍を祈念し、会長の
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発言者 内  容 

 

 

役割も終わらせていただきたい。ありがとうございました。 

 

 閉会  

 


